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第１章  立地適正化計画とは 

１ 「立地適正化計画」の策定背景と目的 
 阿賀野市を含む多くの地方都市では、これまで人口増加とともに郊外開発が進み市街地が拡散
してきました。しかし、昨今の急速な人口減少により、拡散した市街地が低密度化することで、
都市機能の提供や地域の活力維持が満足にできなくなることが懸念されています。 
 このような中で、すべての世代が快適な暮らしを確保し、財政面・経済面で持続可能な都市経
営を実現するためには、住居や都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設等）がまとま
って立地し、それらへの公共交通等を使ったアクセスが可能な、より適正な都市構造への再構築
が必要とされました。 
 こうした背景を踏まえ、都市再生特別措置法の一部改正（平成 26 年８月）により、市町村が
住居や都市機能増進施設を誘導する区域や、区域への誘導方法等を定める「立地適正化計画」を
策定できるようになりました。 
そして今回、阿賀野市都市計画マスタープランの改定に併せ、概ね 20 年後を見据えてコンパ

クトなまちづくりの推進を図る「阿賀野市立地適正化計画」を策定します。 
 
２ 「立地適正化計画」のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

コンパクトシティをめぐる誤解 

立地適正化計画区域 
（＝都市計画区域） 

用途地域 

居住誘導区域 

生活サービス等が持続的に確保されるよう、居住を
誘導する区域 

都市機能誘導区域 

都市機能を誘導し集約することにより、各種サー
ビスの効率的な提供を図る区域 

誘導施設 

都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき
都市機能増進施設を設定 

（例）庁舎、相当規模の商業施設、 
総合福祉センター、子育て支援施設、 
銀行・信用金庫、病院、図書館  等 

一極集中 

市町村内の、最も大きな拠点（ターミナル

駅周辺等）１箇所に、全てを集約させる 

全ての人口を集約 

全ての居住者（住宅）を一定のエリアに集

約させる 

強制的な集約 

居住者や住宅を強制的に短期間で集約させ

る 

拠点連携型 
中心的な拠点だけではなく、旧町村の役場周辺等

の生活拠点も含めた、多極ネットワーク型のコン

パクト化を目指す。 

全ての人口の集約を図るものではない 

既存の集落やコミュニティを否定するものではな

い。農山村部や里地里山の保全は必要。 

緩やかな誘導による集約 

インセンティブを活用し、時間をかけながら居住

の集約化を誘導。 
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３ 計画の内容 
３-１ 計画の位置づけ 
阿賀野市立地適正化計画は、上位計画となる阿賀野市総合計画との整合を図りつつ、阿賀野市

都市計画マスタープランを具体化して将来都市像の実現を目指すものです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３-２ 計画の記載事項 
 
 
 
 
 
３-３ 計画期間と目標年度 
計画期間は、都市計画運用指針で「一つの将来像として、概ね 20 年後の都市の姿を展望する

ことが考えられるが、あわせてその先の将来も考慮することが必要である。」とされていること
から、策定年度を令和４年から令和 27 年までとし、概ね５年ごとに調査、分析及び評価を行い、
必要に応じて見直しを行います。 

 
 
  

阿賀野市総合計画 
計画期間：平成 28 年度～令和 6 年度 

 
整合 

■必ず定める事項 

・立地適正化計画の区域（＝都市計画区域） ・立地の適正化に関する基本方針 

・居住誘導区域の設定と誘導施策      ・都市機能誘導区域の設定と誘導施策 

・誘導施設と整備事業等          ・防災指針 

阿賀野市都市計画 

マスタープラン 
阿賀野市立地適正化計画 具体化 

〈関連計画〉 

・阿賀野市公共施設等総合管理計画    ・阿賀野市地域公共交通網形成計画    等 

整合・連携 

令和４ 令和 27 令和 17 令和 22 令和 12 

阿賀野市立地 

適正化計画 

令和７ （年度） 

策定 効果検証 効果検証 改定 効果検証 効果検証 

概ね５年ごとに調査、分析及び評価を行う 
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４ 上位関連計画の整理 
４-１ 上位計画の整理 

○阿賀野市総合計画 

 平成 28 年 3 月に策定した「阿賀野市総合計画（2016-2024）」に基づき、本市の持つ特性、魅
力を活かしながら、人口・経済・地域社会の課題に取り組み、「元気で明るく活力のある魅力的
なまち」の実現に向け、各種施策が進められています。 
 

・基本構想 

 基本構想として以下のように、まちづくりの方向性及びその実現化に向けた 10 の指標を定め
ています。 
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・基本計画 

 基本計画の政策体系では、7つの政策を設定し、政策下に 28の施策を置き、115の基本事業が
組み込まれています。本計画は、5 つの政策の柱どれにも密接に関係しており、本計画の推進に
より、5つの政策の柱の実現に貢献する必要があります。 

 
 
 また、特に本計画は「施策 5-1 土地の有効活用」と関係性が強く、基本事業の実現に向けた
事業展開を図る必要があります。 
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○阿賀野市都市計画マスタープラン 

 「阿賀野市都市計画マスタープラン」は、総合計画と整合を図りながら都市計画の基本方針を
定めたものです。都市づくりの基本理念を「選ばれる魅力的なまちを目指し、ともに進めるまち
づくり」と定め、将来都市像を「地域の魅力とやさしさがあふれるまち 阿賀野」と定め、下図
のように将来都市構造が示されています。 
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４-２ 関連計画等の整理 

○阿賀野市公共施設等総合管理計画（平成 29 年 2 月） 

 公共施設等を将来にわたって総合的かつ計画的に維持管理していくための基本的な方針を定め
たものです。公共施設等の将来目標量として、「公共施設（建物）は、30 年間で延べ床面積を
20％削減する」と定めています。 

 

○阿賀野市地域公共交通網形成計画（平成 29 年 3 月） 

 公共交通の目標像として、「誰もが快適な生活を送れるまち 阿賀野市」の実現に向けて、以
下の 3 つの目標を定め、施策を実施することとしています。 
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